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わ
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八
四

一 

は
じ
め
に

一
七
九
一
年
に
採
択
さ
れ
た
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
は
、「
何
人
も
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
自
己
に
不
利

益
な
証
人
に
な
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
被
告
人
は
自
身
に
対
す
る
刑
事
手

続
に
お
い
て
、
自
身
の
負
罪
を
導
く
質
問
へ
の
回
答
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
保
障
範
囲
は
こ
の
よ
う
な
理
解
よ
り
も
広
く
、

証
人
に
も
主
張
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
己
負
罪
を
導
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
質
問
へ
の
回
答
は
刑
事
手
続
以
外
の
手
続

で
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む（1
（

。

近
年
の
研
究
で
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
が
現
在
の
よ
う
な
形
で
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
八
八
六
年
のBoyd

判
決
に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る（2
（

。
本
稿
は
、合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
採
択
前
後
に
お
け
る
理
論
状
況
を
整
理
し
、

Boyd

判
決
に
至
る
ま
で
の
立
法
や
裁
判
例
を
精
査
し
合
衆
国
最
高
裁
が
、Boyd

判
決
に
お
い
て
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
と
コ
モ

ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
を
融
合
さ
せ
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
生
み
出
し
た
過
程
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る（3
（

。

二 

一
八
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権（

（
（

1　

各
邦
憲
法
の
権
利
章
典
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権

一
八
世
紀
末
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
独
立
を
模
索
し
て
い
た
時
期
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
独
自
に
成
文
の
憲
法
を
制
定
す
る
邦
が
現
れ
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否
特
権
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誕
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た
。
そ
の
よ
う
な
邦
の
権
利
章
典
を
見
る
と
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
を
含
む
も
の
が
あ
り
、
規
定
の
仕
方
か
ら
、
一
八
世
紀
末
の
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
つ
い
て
二
つ
の
理
解
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
の
立
場
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
第
八
条
は
、「
重
罪
な
い
し
他
の

あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
訴
追
に
お
い
て
、
被
告
人
は
告
発
の
理
由
と
性
質
を
質
し
、
告
発
者
及
び
証
人
と
対
面
し
、
自
己
に
有
利
な
証
拠
の
提

出
を
求
め
、
全
員
一
致
の
合
意
が
な
け
れ
ば
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
、
一
二
名
の
近
隣
者
に
よ
る
公
平
な
陪
審
に
よ
る
迅
速

な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
何
人
も
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
強
要
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
何
人
も
こ
の
国
の
法
な
い
し
同

胞
の
裁
判
に
よ
る
こ
と
な
し
に
そ
の
自
由
を
奪
わ
れ
な
い
。（

（
（

」
と
規
定
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
第
八
条
は
被
告
人
の
公
判
に
お

け
る
諸
権
利
を
保
障
す
る
規
定
で
あ
る
た
め
、
同
条
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
も
被
告
人
に
保
障
さ
れ
る
法
的
利
益
と
理
解
す
る
こ
と
に
な

り
、
手
続
も
刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
な
ら
う
の
が
、
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ（（
（

、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ（（
（

、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ

シ
ャ
ー（（
（

、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア（（
（

で
あ
る
。

他
方
の
立
場
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
と
メ
ア
リ
ラ
ン
ド
の
権
利
章
典
で
あ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
権
利
章
典
一
五
条
は
、「
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所

で
は
、
何
人
も
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
強
要
さ
れ
な
い
」（

（1
（

と
規
定
し
、
メ
ア
リ
ラ
ン
ド
権
利
章
典
も
同
様
に
、「
コ
モ
ン
ロ
ー

裁
判
所
及
び
そ
の
他
の
す
べ
て
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
何
人
も
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
強
要
さ
れ
な
い
」（

（（
（

と
規
定
す
る
。
デ
ラ

ウ
ェ
ア
及
び
メ
ア
リ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
に
保
障
さ
れ
る
権
利
を
定
め
る
条
項
と
は
別
個
に
、
前
述
の
よ
う
な
文
言

で
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
保
障
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
は
、
被
告
人
及
び
証
人
に
保

障
さ
れ
る
法
的
利
益
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
手
続
に
つ
い
て
も
限
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
手
続
は
、
刑
事
手
続
だ
け
で
な
く
、
非
刑
事
手
続
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
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六

自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
を
有
す
る
七
邦
の
う
ち
、
五
邦
が
限
定
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
独
立
前
夜
の
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
つ
い
て
は
、「
刑
事
手
続
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
告
人
の
法
的
利
益
」
と

す
る
立
場
が
主
流
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

2　

各
州
憲
法
批
准
会
議
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権

一
七
八
七
年
五
月
二
五
日
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
連
邦
憲
法
制
定
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
七
八
七
年
九
月
一
七
日
、

合
衆
国
憲
法
が
起
草
さ
れ
る
に
至
っ
た（（1
（

。

合
衆
国
憲
法
草
案
は
各
州
の
憲
法
批
准
会
議
で
審
議
さ
れ
た
。
各
州
の
憲
法
批
准
会
議
で
は
、
憲
法
賛
成
派
で
あ
る
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト

と
憲
法
反
対
派
の
反
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
と
の
間
で
激
し
い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
反
対
派
の
主
張
の
一
つ
が
、
合
衆
国
憲
法
草
案
に

権
利
章
典
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（（1
（

。
反
対
派
の
主
張
す
る
権
利
の
中
に
は
自
己
負
罪
拒
否
特
権
も
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
合
衆
国
憲
法
の
批
准
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
合
衆
国
憲
法
に
第
五
修
正
が
付
け
加
え
ら
れ
る
直
前
期
に
、
合

衆
国
憲
法
レ
ベ
ル
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
し
て
ど
の
よ
う
な
法
的
利
益
が
構
想
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

権
利
章
典
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
の
憲
法
批
准
会
議
で
始
ま
っ
た
。
反
対
派
は
合
衆
国
憲
法
草
案
に
権
利
章
典
が

含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
く
非
難
し
、
権
利
章
典
を
含
む
修
正
案
を
提
案
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
数
派
を
形
成
す
る
賛
成
派
は
修

正
案
を
否
決
し
、
修
正
案
を
議
事
録
に
残
す
こ
と
す
ら
拒
絶
し
た（（1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
反
対
派
は
、
非
公
式
に
修
正
案
を
出
版
し
た（（1
（

。
修
正

案
の
三
条
に
被
告
人
の
権
利
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
修
正
案
の
第

三
条
は
、「
重
罪
な
い
し
他
の
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
訴
追
に
お
い
て
、
連
邦
の
裁
判
所
と
州
裁
判
所
の
双
方
で
、
被
告
人
は
そ
の
告
発
の
理



八
七

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

由
と
性
質
を
質
し
、
自
分
自
身
な
い
し
弁
護
人
に
聴
問
さ
れ
、
告
発
者
及
び
証
人
と
対
面
し
、
自
己
に
有
利
な
証
拠
の
提
出
を
求
め
、
全

員
一
致
の
合
意
が
な
け
れ
ば
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
、
近
隣
者
の
公
平
な
陪
審
員
に
よ
る
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
も

つ
。
何
人
も
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
強
要
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
何
人
も
こ
の
国
の
法
な
い
し
同
胞
の
判
断
に
よ
る
以
外
に
は
、

そ
の
自
由
を
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」（

（1
（

と
規
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
は
、
公
判
に
お
け
る
被
告
人
の
諸
権
利
を

保
障
す
る
規
定
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
反
対
派
は
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
の
一
つ
と
し
て
い
る
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
憲
法
批
准
会
議
で
は
、
反
対
派
の
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
ホ
ー
ム
ズ
が
、「
か
り
に
合
衆
国
議
会
が
被
告
人
あ
る

い
は
犯
罪
を
犯
し
た
と
疑
わ
れ
る
者
に
対
し
、
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
よ
う
な
法
律
を
制
定
し
よ
う
と
し
た
場

合
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
手
立
て
が
な
い
」（

（1
（

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
権
利
章
典
の
中
に
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
を
組
み
入
れ
る
べ

き
と
の
主
張
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム
ズ
の
主
張
は
多
数
派
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
の
修
正
案
の
中
に
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
は
組
み
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た（（1
（

。

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
憲
法
批
准
会
議
で
は
、
賛
成
派
と
反
対
派
が
拮
抗
し
て
い
た
。
反
対
派
は
権
利
章
典
と
憲
法
本
文
の
修
正
案
を
提
出

し
た
。
賛
成
派
は
当
初
は
一
切
の
修
正
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
憲
法
批
准
の
た
め
に
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
れ
た（（1
（

。
権
利
章
典
に
関
す
る

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
修
正
条
項
の
内
容
は
、
一
七
七
六
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
権
利
宣
言
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
修
正

条
項
第
八
条
は
、「
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
及
び
重
罪
の
訴
追
に
お
い
て
、
被
告
人
は
告
発
の
理
由
と
性
質
を
質
し
、
告
発
者
及
び
証
人
と
対
面

し
、
自
己
に
有
利
な
証
拠
の
提
出
を
求
め
、
自
己
の
好
む
弁
護
人
と
相
談
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、（
陸
海
軍
の
統
制
下
に
あ
る
場
合
を
除
き
（

全
員
一
致
の
合
意
が
な
け
れ
ば
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
、
近
隣
者
の
公
平
な
陪
審
員
に
よ
る
公
正
か
つ
迅
速
な
裁
判
を
受
け

る
権
利
を
有
す
る
。（

11
（

」
と
規
定
す
る
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
修
正
条
項
第
八
条
は
、
公
判
に
お
け
る
被
告
人
の
諸
権
利
を
保
障
す
る
規
定
で
あ



八
八

る
。
し
た
が
っ
て
、
同
条
中
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
も
、
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
及
び
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
の
各
憲
法
批
准
会
議
も
、
そ
れ
ぞ
れ
合
衆
国
憲
法
草
案
を
批
准
し
た
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

及
び
ノ
ー
ス
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ナ
の
修
正
案
も
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
修
正
条
項
と
同
様
、
公
判
に
お
け
る
被
告
人
の
権
利
を
定
め
る
規
定
の
中
に

「
何
人
も
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
強
要
さ
れ
な
い
」
と
い
う
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
を
用
意
し
て
い
た（1（
（

。

合
衆
国
憲
法
草
案
を
最
後
に
批
准
し
た
の
は
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
が
憲
法
草
案
を
批
准
し
た
の
は
第

一
回
連
邦
会
議
で
権
利
章
典
が
起
草
さ
れ
た
後
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
の
修
正
案
も
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
修
正
条
項
と
同
様
、

被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
を
定
め
る
規
定
の
中
に
「
何
人
も
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
強
要
さ
れ
な
い
」
と
す
る
自
己
負
罪

拒
否
特
権
条
項
を
含
ん
で
い
た（11
（

。

以
上
の
と
お
り
、
憲
法
批
准
会
議
に
お
け
る
議
論
や
修
正
案
を
前
提
と
す
る
限
り
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
が
誕
生
す
る
直
前
期
に
お

い
て
、
合
衆
国
憲
法
レ
ベ
ル
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
は
、
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

3　

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
制
定

合
衆
国
憲
法
草
案
の
批
准
を
目
指
し
て
、
賛
成
派
は
反
対
派
の
主
張
を
一
部
取
り
入
れ
、
第
一
回
連
邦
会
議
で
権
利
章
典
を
含
む
憲
法

修
正
案
を
討
議
す
る
こ
と
を
確
約
し
た
。
一
七
八
九
年
に
第
一
回
連
邦
会
議
が
開
催
さ
れ
る
と
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
権
利
章
典
を
含
む
憲
法

修
正
案
を
直
ち
に
提
示
し
た
。

同
年
六
月
八
日
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、「
何
人
も
、
弾
劾
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
二
度
以
上
の
処
罰
ま
た
は
審
理
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合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
証
人
と
な
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
。
何
人
も
、
正
当
な
保
障
な
し
に
そ

の
財
産
を
公
共
の
用
の
た
め
に
剝
奪
さ
れ
な
い
。」
と
す
る
条
文
案
を
下
院
に
提
出
し
た
。
八
月
一
七
日
、
下
院
に
お
い
て
、
ロ
ー
レ
ン

ス
議
員
が
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
の
部
分
に
「
刑
事
事
件
に
お
い
て
」
と
い
う
語
句
を
挿
入
す
る
よ
う
修
正
動
議
を
出
し
た
と
こ
ろ
、

特
段
の
議
論
も
な
く
こ
れ
が
採
用
さ
れ
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
が
誕
生
し
た（11
（

。

ロ
ー
レ
ン
ス
議
員
の
修
正
動
議
が
特
段
の
議
論
も
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
記
録
が
な
い
た
め
推
測
の
域
を
出

る
も
の
で
は
な
い
が
、
各
邦
憲
法
の
多
数
が
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
各
州

憲
法
批
准
会
議
で
付
さ
れ
た
修
正
案
や
議
論
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
ロ
ー
レ
ン
ス
議
員
の
修
正
動
議
は
当
然
の
指
摘

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
他
の
議
員
か
ら
特
に
意
見
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
回
連
邦

会
議
に
お
い
て
も
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
は
、
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る

の
で
あ
る
。

ま
た
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
ロ
ー
レ
ン
ス
議
員
の
修
正
動
議
に
反
論
し
て
い
な
い
の
は
、
も
と
も
と
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
権
利
章
典
不
要
論
者
で

あ
っ
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
権
利
章
典
不
要
論
者
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
で
ジ
ェ
ー
ム

ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
行
っ
た
演
説
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、「
連
邦
政
府
は
厳
密
に
委
託
さ
れ
た
権
限
だ
け
を

持
つ
政
府
で
あ
る
た
め
、
統
一
国
家
政
府
で
も
な
け
れ
ば
強
固
に
統
合
す
る
政
府
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
権
利
章
典
は
不
要
で
あ

り
、
ま
た
、
人
民
の
諸
権
利
の
何
も
の
を
も
奪
わ
な
い
憲
法
に
権
利
章
典
を
含
め
る
こ
と
は
余
計
な
こ
と
で
あ
る
」（

11
（

と
い
う
も
の
に
な

る
。
マ
デ
ィ
ソ
ン
も
権
利
章
典
不
要
論
者
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
憲
法
批
准
会
議
で
は
権
利
章
典
不
要
論
を
強
固
に
展
開
し
た
。
マ

デ
ィ
ソ
ン
を
含
む
憲
法
賛
成
派
す
な
わ
ち
権
利
章
典
不
要
論
者
が
第
一
回
連
邦
会
議
で
権
利
章
典
を
含
む
憲
法
修
正
案
を
討
議
す
る
こ
と
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を
確
約
し
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
草
案
の
批
准
を
勝
ち
取
る
た
め
の
妥
協
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
草
案
の
骨
格
に
影
響
し
な
い

部
分
に
対
す
る
修
正
動
議
に
マ
デ
ィ
ソ
ン
が
反
論
し
な
い
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

マ
デ
ィ
ソ
ン
が
執
筆
し
た
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
各
邦
の
権
利
章
典
や
各
州

の
憲
法
批
准
会
議
に
お
け
る
修
正
案
と
異
な
り
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
が
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
諸
権
利
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
規

定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
各
邦
の
権
利
章
典
や
各
州
の
憲
法
批
准
会
議
の
修
正
案
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
位
置
づ
け
を
前
提
に

す
る
な
ら
ば
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
が
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
の
一
つ
と
し
て
第
六
修
正
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
も
不
思
議
は

な
か
っ
た
。
も
し
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
が
第
六
修
正
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
特
権
は
間
違
い
な
く
被
告
人
の
公

判
に
お
け
る
権
利
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
が
第
五
修
正
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
負

罪
拒
否
特
権
の
保
障
が
公
判
に
お
け
る
被
告
人
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
可
能
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、Boyd

判

決
に
お
い
て
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
が
誕
生
し
た
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
第
一
回
連
邦
会
議
に
お
い
て
自
己
負
罪

拒
否
特
権
が
第
五
修
正
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

三 

一
九
世
紀
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
関
係

1　

は
じ
め
に

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
は
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
権
利
と
し
て
誕
生
し
た
法
的
利
益
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
類
似
す
る
法
的
利

益
に
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
が
あ
る
。
今
日
の
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
は
、
被
告
人
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
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合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

と
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
を
融
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
を
精
査
し
、
合
衆
国
憲

法
第
五
修
正
の
特
権
と
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調
す
るH

azlett

に
よ
る
と
、
一
八
八
六
年

のBoyd
判
決
が
、
も
と
も
と
は
別
個
の
法
的
利
益
で
あ
っ
た
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
と
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
を
融
合
さ

せ
、
爾
後
、
合
衆
国
最
高
裁
はBoyd

判
決
が
示
し
た
「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
」
と
い
う
考
え
方
を
踏
襲
し
た

と
す
る（11
（

。
つ
ま
り
、
今
日
で
は
証
人
及
び
被
告
人
は
手
続
の
性
質
に
か
か
わ
り
な
く
、
負
罪
を
導
く
質
問
へ
の
回
答
を
拒
む
こ
と
が
で
き

る
が
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
に
こ
の
よ
う
な
意
味
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、Boyd

判
決
以
前
の
一
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修

正
の
特
権
の
関
係
を
整
理
し
た
上
で
、
一
八
八
六
年
のBoyd

判
決
で
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
が

が
ど
の
よ
う
に
融
合
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

2　

Boyd

判
決
以
前
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正

（
1
（Q

uitm
an

判
決

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
が
採
択
さ
れ
た
の
は
一
七
九
一
年
で
あ
る
が
、
連
邦
の
裁
判
所
で
自
己
負
罪
供
述
の
強
要
禁
止
と
い
う
文
脈
で

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
が
登
場
す
る
の
は
、
一
八
五
四
年
のQ

uitm
an

判
決
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（11
（

。

一
九
世
紀
中
頃
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
か
ら
キ
ュ
ー
バ
を
解
放
す
る
と
の
名
目
で
キ
ュ
ー
バ
の
独
立
運

動
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
れ
た
が
、
他
国
の
反
乱
に
加
担
す
る
行
為
は
一
八
一
七
年
の
合
衆
国
中
立
法
に
違
反
す
る
行
為
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
目
的
と
す
る
組
織
の
調
査
を
裁
判
所
か
ら
命
じ
ら
れ
た
大
陪
審
は
証
人
と
し
て
多
数
の
者
を
召
喚
し
た
が
、
主
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導
者
と
噂
さ
れ
る
者
が
自
己
負
罪
を
理
由
に
質
問
へ
の
回
答
を
拒
ん
だ
。
こ
れ
がQ
uitm

an

判
決
の
背
景
事
情
で
あ
る

自
己
負
罪
供
述
の
強
要
禁
止
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、
本
人
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
刑
事
事

件
に
お
い
て
自
己
に
不
利
益
な
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
拠
法
則
は
こ
れ
を
さ
ら
に
押

し
進
め
、
証
人
と
し
て
で
あ
れ
当
事
者
と
し
て
で
あ
れ
、
手
続
の
性
質
を
問
う
こ
と
な
く
、
犯
罪
へ
の
関
与
を
指
し
示
し
た
り
財
産
の
没

収
に
つ
な
が
る
質
問
へ
の
回
答
を
義
務
づ
け
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る（11
（

」
と
判
示
し
た
。

本
件
で
裁
判
所
は
、
そ
の
言
及
す
る
憲
法
条
項
が
第
五
修
正
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
な
い
が
、「
自
己
に
不
利
益
な
証
人
」
と
の
表
現

か
ら
、
こ
の
憲
法
条
項
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。Q

uitm
an

判
決
を
前
提
に
す
る
と
、
一
九
世

紀
中
頃
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
は
、
被
告
人
が
自
分
自
身
の
公
判
で
、
意
思
に
反
し
て
証
言
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
か
ら
保
護
す
る
規
定
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
に
つ
い
て
は
、
合

衆
国
憲
法
第
五
修
正
よ
り
保
障
範
囲
が
広
く
、
手
続
の
性
質
を
問
う
こ
と
な
く
、
自
己
負
罪
や
財
産
没
収
を
導
く
可
能
性
の
あ
る
質
問
へ

の
回
答
か
ら
証
人
や
当
事
者
を
保
護
す
る
規
定
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る（11
（

。
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
中
頃
の
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
お
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
と
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
で
あ
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
は
、
異
な
る
法
的
利
益

と
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
（
一
八
五
七
年
免
責
法
と
一
八
六
二
年
免
責
法

Q
uitm

an

判
決
以
後
、
自
己
負
罪
供
述
の
強
要
禁
止
が
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
一
連
の
免
責
法
の
適
用
を
め
ぐ
る
諸
判
例
に
お
い
て

で
あ
っ
た
。



九
三

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

免
責
法
の
嚆
矢
と
な
る
の
は
、
議
会
証
人
に
対
す
る
一
八
五
七
年
免
責
法
で
あ
る（11
（

。
一
八
五
七
年
免
責
法
の
制
定
は
、N

ew
 Y

ork 

T
im

es
に
下
院
議
員
の
汚
職
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る（11
（

。
一
八
五
七
年
、
合
衆
国
議
会
は
下
院
で
の
不
正
行

為
を
調
査
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
委
員
会
で
証
言
を
確
保
す
る
た
め
、
委
員
会
で
の
証
言
を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
の
証
言
に
関

連
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
つ
い
て
の
訴
追
を
免
除
す
る
法
律
を
制
定
し
た（1（
（

。
合
衆
国
議
会
は
、
議
会
証
人
が
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
主
張

し
て
証
言
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
議
会
証
人
に
適
用
さ
れ
る
免
責
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
る
。

証
人
が
主
張
す
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
関
し
て
、
例
え
ば
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
「
憲
法
上
の
特
権
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
コ
モ
ン
ロ
ー
上

の
特
権
が
、
他
の
公
的
手
続
と
同
様
、
議
会
の
委
員
会
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
当
時
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
」（

11
（

と
指

摘
し
、
一
八
五
七
年
免
責
法
を
制
定
し
た
合
衆
国
議
会
で
の
議
員
発
言
を
参
照
す
る
よ
う
指
示
す
る
。
ま
た
、
エ
バ
ー
リ
ン
グ
も
「
何
人

も
刑
事
事
件
に
お
い
て
自
己
に
不
利
益
な
証
人
と
な
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
と
規
定
す
る
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
が
、
合
衆
国
議
会
の

調
査
手
続
に
も
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
議
員
が
多
数
で
あ
っ
た
」（

11
（

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
が
そ
の
根
拠
す
る
の
は
オ
ア
議
員
の
発

言
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
己
負
罪
を
導
く
こ
と
を
理
由
に
証
言
を
拒
否
す
る
証
人
が
い
る
。
自
己
負
罪
の
恐
れ
は
、
こ
の
証
人
が
質

問
に
回
答
す
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
十
分
な
理
由
と
な
る
」（

11
（

と
い
う
発
言
で
あ
る
。

確
か
に
、
自
己
負
罪
を
懸
念
し
て
証
言
を
拒
否
す
る
証
人
に
対
応
す
る
た
め
に
一
八
五
七
年
免
責
法
は
制
定
さ
れ
、
議
会
に
お
け
る
審

議
の
中
で
も
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
の
関
係
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
オ
ア
議
員
を
含
め
、
合
衆
国

憲
法
第
五
修
正
に
言
及
す
る
議
員
は
い
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
先
述
のQ

uitm
an

判
決
の
存
在
も
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
議
会
の
中

で
言
及
さ
れ
て
い
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
と
し
て
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
第

五
修
正
の
特
権
と
は
別
物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る（11
（

。



九
四

一
八
五
七
免
責
法
は
委
員
会
で
の
証
言
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
委
員
会
で
証
言
し
た
事
実
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
訴
追

免
除
が
付
与
さ
れ
る
た
め
、
証
人
は
委
員
会
の
調
査
対
象
事
項
と
無
関
係
な
事
実
に
つ
い
て
供
述
し
、
訴
追
免
除
の
効
果
を
得
る
と
い
う

行
動
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
者
が
議
員
に
対
し
て
証
人
と
し
て
委
員
会
に
召
喚
す
る
よ
う
に
働
き
掛
け
、
証
人
と
し

て
自
己
の
犯
罪
に
つ
い
て
洗
い
ざ
ら
い
告
白
し
、
訴
追
を
免
れ
る
と
い
う
こ
と
が
横
行
し
た
の
で
あ
る（11
（

。
そ
の
た
め
、
合
衆
国
議
会
は

一
八
六
二
年
に
免
責
法
を
改
正
し
た（11
（

。
一
八
六
二
年
免
責
法
は
、
委
員
会
で
し
た
証
言
を
当
該
証
人
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の
改
正
を
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
八
六
二
年
免
責
法
に
お
い
て
は
、
証
言
の
利
用
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
別
の
証

拠
を
用
い
て
、
委
員
会
で
証
言
し
た
犯
罪
で
当
該
証
人
を
起
訴
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
（
一
八
六
八
年
免
責
法

一
八
六
八
年
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
会
は
新
た
に
別
の
免
責
法
を
制
定
し
た（11
（

。
司
法
手
続
の
す
べ
て
で
適
用
さ
れ
る
一
八
六
八
年
免
責

法
は
刑
事
・
非
刑
事
と
い
っ
た
手
続
の
性
質
を
問
う
こ
と
な
く
、
証
人
の
証
言
や
提
出
物
を
、
刑
事
手
続
で
そ
の
者
に
不
利
益
な
証
拠
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

一
八
六
八
年
免
責
法
は
、
南
北
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
税
収
の
確
保
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（11
（

。
す

な
わ
ち
、
税
務
署
の
職
員
が
、
所
得
税
逋
脱
が
疑
わ
れ
る
者
に
対
し
、
帳
簿
等
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
非
刑
事
の
手
続
で

所
得
税
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
同
法
で
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、
提
出
を
義
務
づ
け
た
帳
簿
等
を
、
対
象
者

に
対
す
る
刑
事
手
続
で
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
八
六
八
年
免
責
法
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
と
の
関
係
が
争
点
と
な
っ
た
の
が
、
一
八
七
一
年
のIn re Strouse

判
決
で



九
五

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

あ
る（11
（

。
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
帳
簿
を
持
参
し
て
課
税
評
価
官
の
も
と
に
出
頭
す
る
よ
う
召
喚
さ
れ
た
。
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
帳
簿
等
を
持
参
し
て
、

召
喚
状
に
記
載
さ
れ
た
場
所
に
出
頭
し
た
が
、
課
税
評
価
官
が
彼
の
帳
簿
を
調
査
す
る
こ
と
と
、
質
問
に
回
答
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
そ

の
た
め
、
課
税
評
価
官
は
ス
ト
ラ
ウ
ス
を
地
方
裁
判
所
裁
判
官
の
面
前
に
連
行
し
た
。
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
裁
判
官
に
対
し
、
①
回
答
及
び
帳

簿
の
提
出
は
負
罪
を
導
き
う
る
も
の
で
あ
り
、
②
帳
簿
を
調
査
す
る
こ
と
は
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
に
違
反
す
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し

た
。
裁
判
所
は
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
第
一
の
主
張
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
次
の
よ

う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
の
手
続
は
、
刑
事
手
続
で
は
な
く
非
刑
事
手
続
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
者

で
は
な
い
。
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
回
答
は
、
彼
が
支
払
う
べ
き
税
金
額
を
上
げ
る
可
能
性
の
あ
る
供
述
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
不
利
益
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
非
刑
事
の
手
続
で
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
を
提
出
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
事
手
続
の

要
素
を
一
切
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
」。

ま
た
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
は
、
取
得
さ
れ
た
供
述
が
将
来
の
刑
事
公
判
で
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
、「
一
八
六
八
年
免
責
法
は
、
提
出
物
や
民
刑
の
区
別
な
く
あ
ら
ゆ
る
手
続
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
証
拠
は
、

刑
事
手
続
で
そ
の
者
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
ス
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
を
退
け
た
。

そ
の
上
で
さ
ら
に
、「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
保
護
が
及
ぶ
の
は
刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
る
。
合
衆
国
議
会
は
証
拠
法
の
古
い
ル
ー
ル

を
変
更
す
る
権
限
を
有
す
る
。
た
と
え
負
罪
を
導
き
う
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
非
刑
事
手
続
で
そ
の
よ
う
な
証
拠
の
提
出
を
証
人
に
義
務

づ
け
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
」
と
判
示
し
た
。

In re Strouse

判
決
に
お
け
る
被
告
側
の
主
張
は
、
一
五
年
後
に
合
衆
国
最
高
裁
がBoyd

判
決
で
採
用
す
る
発
想
と
同
一
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
支
配
的
な
見
解
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
当
時
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
第



九
六

五
修
正
の
特
権
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
被
告
人
自
身
の
刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
六
八
年
免
責
法

に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
の
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
で
あ
る
た
め
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
は
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
（
（
一
八
七
四
年
法

合
衆
国
議
会
は
、
一
八
七
四
年
に
租
税
徴
収
に
関
す
る
法
律
を
制
定
し
た（1（
（

。
こ
の
一
八
七
四
年
法
は
、
関
税
を
支
払
わ
ず
に
輸
入
し
た

場
合
に
イ
ン
ボ
イ
ス
や
帳
簿
等
に
対
す
る
裁
判
所
の
捜
索
押
収
令
状
に
つ
い
て
定
め
る
一
八
六
三
年
法
を
改
正
し
て
令
状
に
よ
る
捜
索
押

収
手
続
を
廃
止
し
、
帳
簿
等
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
提
出
命
令
の
結
果

取
得
収
集
さ
れ
た
帳
簿
等
に
つ
い
て
、
後
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
証
拠
か
ら
排
除
す
る
旨
の
免
責
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
。

一
八
七
四
年
法
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
被
告
が
所
持
・
管
理
す
る
帳
簿
・
イ
ン
ボ
イ
ス
・
文
書
が
政
府
の

主
張
を
裏
づ
け
る
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
政
府
は
裁
判
所
に
対
し
、
該
当
す
る
帳
簿
等
を
明
記
し
、
主
張
内
容
を
記
し
た
申
立
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
は
被
告
に
対
し
、
こ
の
帳
簿
等
の
提
出
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
側
が
裁
判
所
の
提
出
命
令
に
従

わ
な
い
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
申
立
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
政
府
側
の
主
張
を
認
め
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
」。
そ
の
た
め
、

一
八
七
四
年
法
の
こ
の
規
定
は
、「
開
示
さ
も
な
く
ば
自
白
」
手
続
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る（11
（

。

一
八
七
四
年
法
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
と
の
関
係
が
争
点
と
な
っ
た
の
が
、
一
八
七
五
年
のT

ree T
ons of Coal

判
決
で
あ
る（11
（

。

申
請
人
に
対
し
て
帳
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
が
出
さ
れ
た
が
、
申
請
人
が
こ
れ
を
拒
ん
だ
と
い
う
の
が
本
件
の
事
実

関
係
で
あ
る
。
申
請
人
側
は
、
一
八
七
四
年
法
が
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
及
び
同
第
五
修
正
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

裁
判
所
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
適
用
は
刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
る
が
、
本
件
の
申
請
人
に
対
す
る
手
続
は
刑
事
手
続
で
は



九
七

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

な
い
と
判
示
し
た（11
（

。

同
年
に
下
さ
れ
たM

ason

判
決（11
（

とD
istilley

判
決（11
（

に
お
い
て
も
、
弁
護
人
は
一
八
七
四
年
法
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
に
違
反
す
る

と
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
い
ず
れ
も
こ
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。

一
八
七
四
年
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
で
取
得
収
集
さ
れ
る
帳
簿
等
の
中
に
は
、
対
象
者
の
刑
事
責
任
を
基
礎
づ
け

る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
七
四
年
法
が
制
定
さ
れ
た
当
時
の
裁
判
所
は
、
帳
簿
等
の
押
収
手

続
が
非
刑
事
手
続
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
適
用
を
否
定
し
た
。
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
適
用
対
象
が

刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
裁
判
所
が
取
っ
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
法
律
家
に
と
っ
て
共
通
の
理
解
で
あ
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
護
人
が
一
八
七
四
年
法
の
手
続
に
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
適
用
を
求
め
た
と
い
う
こ
と

は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
保
障
範
囲
と
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
の
保
障
範
囲
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
一
八
八
六
年
のBoyd

判
決
に
お
い
て
、
一
八
七
四
年
法
の
手
続
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修

正
に
違
反
す
る
と
し
た
。

（
（
（
小
括

Boyd

判
決
以
前
に
お
け
る
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
適
用
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
適
用
対
象
は
、
刑
事
手
続
に
限
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
適
用
が
効
果
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。Boyd

判
決
以
前
の
一
九
世
紀
中
頃
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
適
用
の
可
否
が



九
八

問
題
と
な
っ
た
事
例
の
大
部
分
が
非
刑
事
手
続
に
お
け
る
証
拠
の
取
得
収
集
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
裁
判
例
か
ら
は
、
刑

事
手
続
に
お
け
る
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
運
用
に
つ
い
て
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
二
に
、
証
人
特
権
と
い
う
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
特
権
が
存
在
し
て
お
り
、
今
日
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
免
責
法
の
存
在
を
前
提
に
す
る
と
、
法
律
で
こ
の
特
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
三
に
、
一
八
七
五
年
の
一
連
の
訴
訟
の
中
で
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
内
容
と
し
て
保
護
さ
れ
る

旨
の
主
張
を
弁
護
人
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
の
保
障
内
容
と
合
衆
国
憲
法
第

五
修
正
の
保
障
内
容
が
重
な
る
こ
と
に
な
る
と
、
非
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
、
そ
こ
で
の
応
答
が
負
罪
を
導
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
合

衆
国
憲
法
第
五
修
正
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
一
八
八
六
年
にBoyd
判
決
で
合
衆
国
最
高
裁
が
実
質
的
に
採
用
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
一
八
七
五
年
段
階
で
は
裁

判
所
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
法
律
家
の
間
で
は
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四 
Boyd

判
決
に
よ
る
転
換

1　

事
実
の
概
要（11
（

被
告
会
社
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
建
設
さ
れ
る
連
邦
政
府
の
建
物
に
使
用
す
る
ガ
ラ
ス
を
納
品
す
る
契
約
を
獲
得
し
た
。
そ
の
た
め

に
海
外
か
ら
輸
入
す
る
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
関
税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
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合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

被
告
会
社
は
政
府
か
ら
、
工
期
を
早
め
る
た
め
に
被
告
会
社
の
も
と
に
あ
る
在
庫
の
中
か
ら
必
要
量
の
ガ
ラ
ス
を
拠
出
し
（
こ
の
ガ
ラ

ス
に
つ
い
て
は
関
税
の
支
払
い
が
な
さ
れ
て
い
る
（、
そ
の
分
に
相
当
す
る
量
の
ガ
ラ
ス
を
関
税
免
除
で
輸
入
し
受
領
（
穴
埋
め
（
す
る
よ
う
指

示
を
受
け
た
。
被
告
会
社
は
、
自
社
の
在
庫
の
中
か
ら
必
要
量
の
ガ
ラ
ス
を
拠
出
し
た
。
被
告
会
社
に
よ
る
と
、
八
一
箱
の
ガ
ラ
ス
を
拠

出
し
た
と
さ
れ
る
。

一
八
八
四
年
四
月
、
被
告
会
社
は
二
九
箱
の
ガ
ラ
ス
を
輸
入
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
関
税
免
除
の
許
可
状
が
発
付
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
対
す
る
押
収
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
被
告
会
社
は
、
こ
の
輸
入
に
か
か
る
ガ
ラ
ス
の
大
半
が
輸
送
中
に
破
損
し
て
し
ま
っ
た
と
主
張

し
て
い
る
。
被
告
会
社
は
、
さ
ら
に
、
一
八
八
四
年
六
月
、
三
五
箱
の
ガ
ラ
ス
を
輸
入
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
関
税
免
除
の
許
可
状
の

発
付
を
受
け
て
い
た
。
し
か
し
、
被
告
会
社
が
係
官
か
ら
受
け
取
る
前
に
こ
の
輸
入
ガ
ラ
ス
は
押
収
さ
れ
、
関
税
免
除
許
可
状
が
取
り
消

さ
れ
た
。
政
府
に
よ
る
と
、
被
告
会
社
は
連
邦
政
府
の
建
物
に
拠
出
し
た
在
庫
品
を
補
う
も
の
で
あ
る
旨
の
虚
偽
の
書
類
を
提
出
し
、
財

務
長
官
の
関
税
免
除
許
可
状
を
得
て
、
許
さ
れ
た
量
を
超
え
る
ガ
ラ
ス
を
輸
入
し
、
も
っ
て
関
税
の
支
払
い
を
免
れ
た
（
免
れ
よ
う
と
し

た
（
と
い
う
の
で
あ
る
。
押
収
後
、
ガ
ラ
ス
に
対
す
る
没
収
手
続
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
、
被
告
会
社
が
輸
入
し
た
ガ
ラ
ス
の
正
確

な
量
な
ど
を
把
握
す
る
た
め
、
政
府
は
先
に
輸
入
し
た
二
九
箱
の
ガ
ラ
ス
に
か
か
る
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
を
被
告
会
社
に
義
務
づ
け
る
裁

判
所
の
命
令
状
を
入
手
し
た（11
（

。
一
八
七
四
年
法
で
は
、
文
書
の
提
出
命
令
に
応
じ
な
い
場
合
、
政
府
側
の
主
張
す
る
事
実
を
自
認
し
た
も

の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
被
告
会
社
は
、
こ
の
裁
判
所
の
命
令
状
と
そ
の
根
拠
と
な
る
一
八
七
四
年
法
の
違
憲
性

を
主
張
し
つ
つ
も
、
裁
判
所
の
命
令
状
に
服
し
た
。
提
出
さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
が
証
拠
と
な
り
、
裁
判
所
は
ガ
ラ
ス
の
没
収
を
認
め
る
判

断
を
下
し
た（11
（

。

文
書
等
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
一
八
七
四
年
法
が
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
及
び
同
第
五
修
正
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
が
争
わ
れ



一
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た
。

2　

法
廷
意
見（11
（

本
件
で
は
、
一
八
七
四
年
法
が
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
及
び
第
五
修
正
と
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る（1（
（

。

①
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
命
令
が
捜
索
押
収
に
当
た
る
か

一
八
七
四
年
法
は
文
書
に
対
す
る
捜
索
押
収
手
続
を
定
め
て
お
ら
ず
、
対
象
者
に
文
書
の
提
出
を
要
求
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め

合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
上
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
の
考
え
方
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
八
七
四
年
法
の
規
定
上
、
対

象
者
が
文
書
の
提
出
を
拒
ん
だ
場
合
、
政
府
側
の
主
張
す
る
事
実
を
自
認
し
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

通
常
行
わ
れ
る
捜
索
押
収
手
続
で
は
、
人
の
住
居
に
実
力
を
行
使
し
て
侵
入
し
書
類
の
捜
索
が
実
施
さ
れ
る
が
、
本
件
で
は
こ
の
よ
う

な
態
様
の
捜
索
押
収
が
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
対
象
者
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
方
法
で
、
通

常
の
捜
索
押
収
と
同
様
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
。
当
該
文
書
を
入
手
す
る
手
段
と
し
て
通
常
の
捜
索
押
収
手
続
を
選
択
し
た
な
ら
ば
合

衆
国
憲
法
第
四
修
正
の
規
律
が
及
ぶ
と
い
え
る
場
合
に
は
、
被
告
人
の
有
罪
立
証
や
被
告
人
が
所
持
す
る
財
物
の
没
収
を
目
的
と
し
て
私

的
な
文
書
の
提
出
を
法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
も
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
の
規
律
が
及
ぶ
。

②
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
命
令
が
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
に
当
た
る
か

そ
れ
で
は
、
提
出
者
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
た
め
個
人
の
私
的
な
文
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
合
衆
国
憲
法
第
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合
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四
修
正
の
「
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
」
に
当
た
る
か
。
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
が
想
定
す
る
「
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
」
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
捜
索
押
収
実
務
の
歴
史
を
ひ
も
と

く
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
植
民
地
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
援
助
令
状
と
そ
れ
に
対
す
る
オ
ー
テ
ィ
ス
の
批
判
、
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
お
け
る
一
般
令
状
に
対
す
る
カ
ム
デ
ン
卿
の
批
判
で
あ
る
。
特
に
、
カ
ム
デ
ン
卿
が
執
筆
し
たEntick

判
決
は
、
合
衆
国
憲
法

第
四
修
正
の
核
を
構
成
す
る
も
の
と
評
価
で
き
、「
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
」
の
内
容
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
国
務
大
臣
が
発
給
す
る
一
般
令
状
実
務
に
非
難
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
一
般
令
状
と
は
、

反
逆
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
と
し
て
用
い
る
た
め
、
個
人
の
住
居
に
立
入
り
、
個
人
の
書
類
等
の
発
見
・
押
収
を
認
め
る
令
状
で

あ
っ
た
。

Entick

判
決
は
、
国
務
大
臣
発
給
の
一
般
令
状
を
携
行
し
た
文
書
伝
達
官
が
エ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
住
居
に
侵
入
し
、
机
な
ど
を
こ
じ
開

け
、
彼
の
書
類
を
捜
索
し
た
こ
と
に
対
す
る
侵
害
訴
訟
で
あ
る
。
カ
ム
デ
ン
卿
は
、
文
書
伝
達
官
の
行
為
が
不
法
侵
害
に
当
た
る
と
認
定

し
、
エ
ン
テ
ィ
ッ
ク
へ
の
損
害
賠
償
を
命
じ
た
。

す
な
わ
ち
、「
人
々
が
社
会
を
形
成
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
を
守
る
た
め
で
あ
る
。
財
産
権
は
神
聖
な
も
の
と
し
て
保
障
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
に
お
い
て
、
私
有
財
産
に
対
す
る
侵
害
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
些
細
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

不
法
侵
害
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
私
の
許
可
な
く
私
の
土
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も
し
足
を
踏
み
入
れ
た
な
ら

ば
、
た
と
え
損
害
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、
法
律
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
侵
入
の
事
実
を
認
め
た
場

合
、
行
為
者
は
こ
れ
を
正
当
化
な
い
し
免
責
す
る
法
の
存
在
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
、
裁
判
官
は
制
定
法
や
コ
モ
ン



一
〇
二

ロ
ー
に
正
当
化
根
拠
や
免
責
根
拠
が
あ
る
か
を
探
求
す
る
。
こ
れ
ら
の
根
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
、
そ
の
事
実
は
被
告
に
不
利
益
に
働

く
。
こ
れ
と
同
じ
思
考
枠
組
が
本
件
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
被
告
側
が
エ
ン
テ
ィ
ッ
ク
の
書
類
に
対
す
る
押
収
を
正
当
化
す
る

法
の
存
在
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
義
務
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
被
告
の
本
件
行
為
は
不
法
侵
害
と
評

価
さ
れ
る
」。

「
書
類
は
所
有
者
の
私
有
財
産
で
あ
る
。
こ
れ
は
所
有
者
の
分
身
と
も
い
う
べ
き
財
産
で
あ
り
、
押
収
を
受
忍
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

私
的
な
文
書
を
運
び
出
す
場
合
に
は
、
私
的
な
文
書
の
秘
密
性
と
い
う
性
質
が
不
法
侵
害
を
基
礎
づ
け
る
重
要
な
事
情
と
し
て
考
慮
さ

れ
、
損
害
賠
償
を
支
え
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
盗
品
に
対
す
る
捜
索
・
押
収
と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
私
的
な
文

書
と
盗
品
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
盗
品
の
捜
索
・
押
収
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
私
的
な
文
書
に
対
す
る
捜

索
・
押
収
を
適
法
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。

Entick

判
決
で
示
さ
れ
た
原
理
が
、
ま
さ
に
憲
法
上
の
自
由
と
安
全
と
は
何
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
政
府
に
よ
る
神
聖

な
個
人
の
住
居
と
私
生
活
の
自
由
に
対
す
る
侵
入
に
も
適
用
さ
れ
る
。
違
反
の
中
心
を
な
す
の
は
、
ド
ア
の
破
壊
や
引
き
出
し
の
中
を
か

き
回
し
て
捜
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
私
生
活
の
安
全
、
私
生
活
の
自
由
、
私
有
財
産
と
い
っ
た
不
可
侵
の
権
利
を
侵
害
し
た
こ
と
に
あ

る
。
カ
ム
デ
ン
卿
の
判
断
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
神
聖
な
権
利
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
。
対
象
者
の
有
罪
を
基
礎
づ
け
る
こ

と
に
な
る
供
述
を
そ
の
者
か
ら
引
き
出
し
た
り
、
私
的
な
文
書
を
押
収
し
た
り
す
る
こ
と
は
、Entick

判
決
で
ま
さ
に
非
難
の
対
象
と

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
は
相
互
に
重
な
り
合
う
。



一
〇
三

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

③
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
と
の
関
係

合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
規
定
で
あ
る
。
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
が
禁
じ
る
不
合
理
な
捜
索
押
収

は
、
通
常
、
対
象
者
に
不
利
益
な
証
拠
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
。
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
対
象
者
に
不
利
益
な
証

拠
を
提
出
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
が
禁
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正

に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
自
己
に
不
利
益
な
証
人
に
な
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正

に
お
け
る
不
合
理
な
捜
索
押
収
と
は
何
か
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
。
対
象
者
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
私
的
な

文
書
を
押
収
す
る
こ
と
と
、
自
己
に
不
利
益
な
証
人
と
な
る
よ
う
義
務
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
本
質
的
な
違
い
は
な
い
。

犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
財
産
没
収
手
続
は
、
形
式
的
に
は
非
刑
事
の
手
続
で
は
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
刑
事
の
手
続
と

い
え
る
。
本
件
の
手
続
も
こ
の
よ
う
な
性
質
を
備
え
た
手
続
で
あ
り
、
没
収
さ
れ
る
物
品
の
所
有
者
に
対
し
私
的
な
帳
簿
や
書
類
の
提
出

を
法
的
に
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
自
己
に
不
利
益
な
証
人
と
な
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
不
合
理
な
捜
索
押
収
が
行
わ
れ
た
に

等
し
い（11
（

。

五 
Boyd

判
決
の
分
析

1　

コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
融
合

一
八
七
四
年
法
が
証
人
特
権
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
権
利
を
法
律
で
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

と
す
る
の
が
裁
判
所
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
主
張
は
効
果
的
と
は
い
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
一
八
七
四
年
法
が



一
〇
四

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
に
違
反
す
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
上
の
権
利
を
法
律
で
制
限
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

Boyd
判
決
は
、
一
八
七
四
年
法
の
手
続
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
八
七
四
年
法
の
手

続
を
準
刑
事
手
続
と
す
る
こ
と
で
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
適
用
対
象
を
刑
事
手
続
に
限
定
す
る
と
し
て
き
た
先
例
と
整
合
性
を
保
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
と
な
っ
た
一
八
七
四
年
法
の
手
続
の
実
態
は
非
刑
事
手
続
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
手
続
に
合
衆
国
憲
法

第
五
修
正
の
適
用
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
伝
統
的
に
は
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
の
内
容
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
を
、
合
衆
国

憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
内
容
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、Boyd

判
決
で
合
衆
国
最
高
裁
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の

特
権
と
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
を
融
合
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
が
誕
生

し
た
。
そ
し
て
、Boyd

判
決
以
後
は
、
判
例
に
お
い
て
伝
統
的
な
意
味
で
の
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
の
存
在
が
顧
み
ら
れ
る
こ

と
は
な
く
、Boyd

判
決
が
示
し
た
考
え
方
が
議
論
の
前
提
に
な
っ
た
。

2　

Boyd

判
決
の
問
題
点

（
1
（
は
じ
め
に

Boyd

判
決
は
、
合
衆
国
最
高
裁
が
初
め
て
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
上
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
判
例
で
あ
る（11
（

。Boyd

判
決

で
示
さ
れ
た
考
え
方
は
の
ち
の
判
例
で
修
正
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が（11
（

、
後
世
の
裁
判
官
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
市
民
の
自
由
が

あ
る
限
り
記
憶
に
刻
ま
れ
続
け
る
記
念
碑
的
判
例
と
謳
わ
れ
て
お
り（11
（

、
今
日
に
お
い
て
も
文
書
と
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
関
係
を
考
察
す

る
に
当
た
っ
て
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
判
例
で
あ
る
。



一
〇
五

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

本
件
は
、
輸
入
し
た
板
ガ
ラ
ス
の
没
収
手
続
と
い
う
非
刑
事
手
続
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
続
の
中
で
、
以
前
に
輸
入
し

た
板
ガ
ラ
ス
に
関
す
る
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
を
要
求
す
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
が
発
付
さ
れ
、
こ
の
提
出
命
令
の
合
憲
性
が
争
点
と
な
っ

た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
①
本
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
は
事
実
上
の
捜
索
に
当
た
り
、
②
イ
ン
ボ
イ
ス
の
捜
索
押
収
が
合
衆
国

憲
法
第
四
修
正
が
禁
止
す
る
不
合
理
な
捜
索
に
当
た
り
、
③
イ
ン
ボ
イ
ス
を
証
拠
と
し
て
許
容
す
る
こ
と
は
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自

己
負
罪
拒
否
特
権
に
違
反
す
る
、
と
判
示
し
た（11
（

。

そ
こ
で
、Boyd

判
決
の
意
義
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
①
〜
③
の
論
理
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
①
本
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
は
捜
索
に
当
た
る
の
か
、
②
イ
ン
ボ
イ
ス
の
捜
索
押
収
は
不
合
理
な
捜
索
押
収
に
当
た

る
の
か
、
③
本
件
に
お
い
て
自
己
負
罪
の
強
要
は
存
在
す
る
の
か
、
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
2
（
裁
判
所
の
提
出
要
求
は
捜
索
に
当
た
る
の
か

本
件
で
は
そ
も
そ
も
物
理
的
な
捜
索
行
為
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
一
八
七
四
年
法
の
手
続
で
あ
る
裁
判
所
の
提
出
命
令
は
、

裁
判
所
に
よ
る
捜
索
押
収
令
状
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
た
一
八
六
八
年
法
の
規
定
を
改
正
し
て
新
た
に
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
令

状
に
よ
る
捜
索
押
収
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
提
出
命
令
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
的
に
は
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
上
の
問

題
は
発
生
し
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る（11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
合
衆
国
最
高
裁
は
、
没
収
手
続
の
性
質
は
刑
事
手
続
に
準
じ
る
も
の
で
あ
り
、
裁

判
所
の
提
出
命
令
は
事
実
上
捜
索
に
当
た
る
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
は
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

捜
索
押
収
が
実
施
さ
れ
る
間
、
当
該
処
分
の
対
象
者
は
捜
査
機
関
側
の
行
動
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
捜
索
押
収
を
現
実
的
に

行
う
の
は
捜
査
機
関
側
で
あ
り
、
こ
の
活
動
に
対
象
者
が
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
提
出
命



一
〇
六

令
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
発
付
し
た
提
出
命
令
状
を
受
け
取
っ
た
者
は
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
対
象
物
を
自
ら
集
め
て
提
出
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
提
出
命
令
の
場
合
に
は
対
象
者
の
積
極
的
な
関
与
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
捜
索
押
収
と
提
出
命
令
と
で
は
対
象
者
の
積
極
的
な
関
与
の
有
無
と
い
う
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
両
者
を
同
一

の
も
の
と
見
る
の
は
や
や
乱
暴
な
議
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
補
足
意
見
を
執
筆
し
た
ミ
ラ
ー
裁
判
官
は
、
一
八
七
四
年
法
の
手

続
が
捜
索
押
収
を
定
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る（11
（

。
本
件
は
、
本
来
的
に
は
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
が
関
わ
る
事
案
で
は

な
か
っ
た
と
い
え
よ
う（11
（

。

（
3
（
イ
ン
ボ
イ
ス
の
捜
索
押
収
が
不
合
理
な
捜
索
押
収
に
当
た
る
の
か

裁
判
所
の
提
出
命
令
が
「
捜
索
押
収
」
に
当
た
る
と
い
う
立
場
を
採
用
し
た
と
し
て
も
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
に
違
反
す
る
と
い
う

た
め
に
は
、
そ
れ
が
「
不
合
理
な
捜
索
押
収
」
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
件
の
提
出
命
令
は
提
出
対
象
物
を
特
定
し
た
提
出
命
令
状
に
よ
り
執
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
の
相
当
理
由
は

充
足
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
本
件
提
出
命
令
を
証
拠
漁
り
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
、
相
当
理
由
を
欠
く
一
般
令
状
や
援
助
令

状
と
同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い（11
（

。
ま
た
、
不
合
理
な
捜
索
押
収
の
典
型
例
は
令
状
要
件
を
充
た
さ
な
い
捜
索
押
収
で
あ
る
が
、
本
件

提
出
命
令
は
相
当
理
由
を
備
え
た
令
状
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
不
合
理
な
捜
索
押
収
に
当
た
る
と
す
る
た
め
に
は
、
令
状
要

件
以
外
の
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
合
衆
国
最
高
裁
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
捜
索
押
収
が
不
合
理
な
捜
索
押
収
に
当
た
る
根
拠
を
、
コ

モ
ン
ロ
ー
上
の
原
理
で
あ
る
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
に
求
め
た（1（
（

。

メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
と
は
、「
政
府
は
盗
品
や
禁
制
品
を
捜
索
押
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
個
人
の
所
有
物
に
つ
い
て
政



一
〇
七

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

府
は
個
人
に
優
越
す
る
財
産
権
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
個
人
の
所
有
物
を
対
象
者
の
犯
罪
事
実
を
裏
づ
け
る
証
拠
と
し
て
捜
索
押
収
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
法
理
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
こ
の
法
理
を
本
件
に
適
用
し
て
、
相
当
理
由
や
対
象
物
の
特
定
等
の
要

件
を
た
と
え
充
足
し
て
い
た
と
し
て
も
、
個
人
の
所
有
物
を
捜
索
押
収
す
る
こ
と
は
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
が
禁
止
す
る
不
合
理
な
捜
索

押
収
に
当
た
る
と
判
示
し
た
。

す
な
わ
ち
、
禁
制
品
、
盗
品
、
犯
罪
組
成
物
件
、
犯
罪
供
用
物
件
に
つ
い
て
は
政
府
が
優
先
的
に
財
産
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
政
府
は
こ
の
財
産
権
に
基
づ
い
て
こ
れ
ら
の
物
品
を
令
状
に
よ
り
捜
索
押
収
す
る
こ
と
が
で
き
る（11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
の
帳

簿
や
書
類
は
禁
制
品
等
と
は
異
な
り
、
政
府
が
財
産
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
物
品
を
犯
罪
事

実
を
基
礎
づ
け
る
証
拠
と
し
て
捜
索
押
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
政
府
が
優
先
的
に
財
産

権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
本
件
イ
ン
ボ
イ
ス
を
私
的
な
文
書
と
表
現
し
た
。

ま
た
、
合
衆
国
最
高
裁
の
理
解
に
よ
る
と
、
単
な
る
証
拠
（
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
（
の
捜
索
押
収
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
自
己
に
不
利
益

な
供
述
の
強
要
と
同
視
で
き
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
単
な
る
証
拠
（
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
（
は
対
象
者
の
有
罪
を
基
礎
づ
け
る
証

拠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
の
義
務
づ
け
と
不
利
益
な
証
拠
の
押
収
と
の
間
に
違
い
は
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
メ

ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
の
下
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
は
共
通
の
基
盤
を
持
つ
こ
と
に
な
る
た
め
、
本
件
提
出
命
令
は

不
合
理
な
捜
索
で
あ
り
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
違
反
す
る
と
い
う
理
論
構
成
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン

ス
・
ル
ー
ル
と
は
、
単
な
る
証
拠
（
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
（
の
捜
索
押
収
を
禁
止
す
る
法
理
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、Boyd

判
決
に

よ
り
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
が
重
畳
適
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
証
拠
の
公
判
で
の
使
用
の
禁
止
も
内
容
に
含
む

こ
と
に
な
る
。
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合
衆
国
最
高
裁
は
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
は
相
互
に
影
響
し
合
う
と
判
示
し
た
が
、
そ
の
射
程
は
当
時
に
お
い
て
も
非
常

に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。Boyd

判
決
以
後
、
提
出
命
令
は
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
規
律
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
が
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
適
用
す
る
際
に
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
の
考
え
方
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
提
出
命
令
の
対
象
物
件
が
盗
品
や
犯
罪
供
用
物
件
で
あ
っ
た
場
合
、
政
府
に
優
先
的
な
権
利
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
自
己
負
罪
拒
否

特
権
が
制
限
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
と
第
五
修
正
の
相
互
作
用
は
、

合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
の
捜
索
押
収
法
理
に
関
し
て
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
法
理
を
参
照
す
る
と
い
う
限
度
で
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

さ
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
を
打
ち
出
す
に
当
た
り
、Etick

判
決
を
先
例
と
し
て
依
拠
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、Etick

判
決
で
カ
ム
デ
ン
卿
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
も
の
と
、Boyd

判
決
で
批
判
の
矛
先
と
な
っ
た
も
の
は
お
よ
そ
異

な
る
も
の
で
あ
る
。Entick

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
般
令
状
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
てBoyd

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
提
出

命
令
は
、
対
象
者
、
対
象
物
件
を
特
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
こ
の
提
出
命
令
は
、
相
当
理
由
及
び
特
定
性
の
要
件
は
具

備
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。Entick

判
決
で
カ
ム
デ
ン
卿
が
批
判
の
矛
先
を
向
け
た
の
は
、
相
当
理
由
を
具
備
し
て
い
な
く
と
も
、

単
な
る
嫌
疑
の
存
在
だ
け
で
令
状
が
発
付
さ
れ
、
し
か
も
、
押
収
対
象
物
件
の
特
定
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る（11
（

。

こ
の
よ
う
に
、Entick

判
決
で
問
題
と
な
っ
た
令
状
実
務
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
、Entick

判
決
はBoyd

判
決
を
支
え

る
先
例
に
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

（
（
（
自
己
負
罪
の
強
要
は
存
在
す
る
の
か
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合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

法
廷
意
見
に
は
、
一
八
七
四
年
法
の
他
の
条
文
と
の
整
合
性
が
保
た
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点

か
ら
、
本
件
に
お
い
て
自
己
負
罪
の
強
要
が
存
在
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

一
八
七
四
年
法
九
条
で
は
、
商
品
を
輸
入
す
る
た
め
に
は
正
式
に
認
証
さ
れ
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
イ
ン

ボ
イ
ス
の
提
出
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
明
示
し
た
上
で
宣
誓
供
述
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
要

す
る
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
あ
る
い
は
宣
誓
供
述
が
行
わ
れ
な
い
限
り
、
商
品
の
輸
入
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
件
で
二
九
箱
分
の
板
ガ
ラ
ス
に
係
る
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
命
令
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ボ
イ
ド
社
が
二
九
箱
分
の
板
ガ
ラ
ス

を
輸
入
す
る
際
の
イ
ン
ボ
イ
ス
が
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ン
ボ
イ
ス
が
政
府
の
も
と
に
あ
れ
ば
、
提
出
命
令
を

発
付
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
入
手
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

提
出
命
令
を
受
け
て
ボ
イ
ド
社
が
提
出
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
内
容
と
、
本
来
的
に
提
出
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
イ
ン
ボ
イ

ス
の
内
容
は
、
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
提
出
命
令
の
対
象
物
で
あ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
と
そ
の
内
容
は
、
そ
も
そ
も
政
府
に

入
手
権
限
が
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る（11
（

。
政
府
に
入
手
権
限
が
認
め
ら
れ
る
も
の
を
入
手
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
メ
ア
・

エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
本
件
イ
ン
ボ
イ
ス
は
「
単
な
る
証
拠
（
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
（」
に
は
該
当
し
な
い
。
ま

た
、
輸
入
業
者
は
商
品
輸
入
時
に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
に
同
意
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
と
同
内
容
の
イ
ン
ボ
イ
ス
の
提
出
を
要
求
す
る
こ

と
は
、
自
己
負
罪
の
強
要
に
は
当
た
ら
な
い
。
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一
〇

六 

お
わ
り
に

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
制
定
以
前
に
お
け
る
各
邦
憲
法
の
権
利
章
典
に
お
け
る
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
や
各
州
憲
法
批
准
会
議
の

議
論
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
は
公
判
に
お
け
る
被
告
人
の
権
利
で
あ
り
、
一
九
世
紀
中
頃
ま
で
の
裁
判

例
も
こ
の
考
え
方
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、Boyd

判
決
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
を
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正

の
内
容
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
が
誕
生
し
た
。

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
文
言
に
忠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
適
用
対
象
は
刑
事
手
続
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
八
七
四
年
法
の
手
続
は
非
刑
事
手
続
で
あ
る
た
め
、
文
言
に
忠
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修

正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
が
適
用
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
合
衆
国
最
高
裁
は
本
件
没
収
手
続
が
準
刑
事
手
続
に
当

た
る
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
対
処
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
適
用
に
関
す
る
文
言
上
の
制

約
は
遵
守
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
実
際
は
非
刑
事
手
続
で
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
適
用
を
認
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
合
衆
国
憲
法

第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
適
用
対
象
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
時
代
よ
り
は
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。

前
述
の
よ
う
にBoyd

判
決
に
は
理
論
上
の
問
題
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
後
の
諸
判
例
でBoyd

判
決
の
射
程
は
相
当
程
度
限
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
生
み
出
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、Boyd

判
決
の
先
例

と
し
て
の
重
要
性
は
未
だ
失
わ
れ
て
い
な
い
。
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合
衆
国
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正
の
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己
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罪
拒
否
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権
の
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（
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井
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本
稿
はBoyd

判
決
に
よ
っ
て
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
が
誕
生
し
た
と
考
え
る
た
め
、Boyd

判
決
以
前
に
お
け
る
合

衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
条
項
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
と
表
記
し
て
い
る
。
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時
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合
衆
国
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自
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自
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are Bill of R

ights of 1773, 3 A
m. H

ist. r
ev. （（1, （（（ （1（（（

（.

（
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（3 t

H
e F

ed
erA

L A
n

d s
t

A
t

e C
o

n
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it
u

t
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n
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o
Lo

n
iA

L C
H

A
rt

ers, A
n

d o
t

H
er o

rgA
n

iC L
A

w o
F t

H
e s

t
A

t
es, t

errit
o

ries, A
n
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一
二

C
o

Lo
n

ies n
o

w o
r H

eret
o

Fo
re F

o
rm

in
g t

H
e u

n
it

ed s
t

A
t

es o
F A

m
eriCA 1（（（ （Francis N

ew
ton T

horpe ed., 1（0（

（.
（
12
（
斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
政
治
外
交
史
』
四
五
─
六
〇
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
（。

（
13
（M

errill Jensen, T
he M

aking of the A
m

erican Constitution 

（reprint ed., 1（（（

（ 130.　

邦
語
訳
と
し
て
、
Ｍ
・
ジ
ェ
ン
セ
ン
（
斎

藤
眞
、
武
則
忠
見
、
高
木
誠
訳
（『
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
制
定
』
一
五
四
頁
（
南
雲
堂
、
一
九
七
六
年
（。

（
1（
（Ralph Rossum

, “Self Incrim
ination”: T

he O
riginal Intent in E. W

. H
iCk

o
k, Jr. （ed.

（, t
H

e B
iLL o

F r
igH

t
s: o

rigin
A

L m
eA

n
in

g 
A

n
d C

u
rren

t u
n

d
erst

A
n

d
in

g 2（（ （1（（1

（.

（
1（
（t

H
e A

d
d

ress A
n

d r
eA

so
n

s o
F d

issen
t o

F t
H

e m
in

o
rit

y o
F t

H
e C

o
n

v
en

t
io

n o
F t

H
e s

t
A

t
e o

F P
en

n
sy

Lv
A

n
iA t

o t
H

eir 
C

o
n

st
it

u
en

t
s, in Jo

H
n B

A
CH m

Cm
A

st
er A

n
d F

red
eriCk d

. s
t

o
n

e 

（ed.

（, P
en

ssy
Lv

A
n

iA A
n

d t
H

e F
ed

erA
L C

o
n

st
it

u
t

io
n 1（（（

─

1（（（ （1（（（

（ pp（（（
─（（3.

（
1（
（Id. at （（1.

（
1（
（2 t

H
e d

eBA
t

es in t
H

e s
ev

erA
L s

t
A

t
e C

o
n

v
en

t
io

n
s o

n t
H

e A
d

o
Pt

io
n o

F t
H

e F
ed

erA
L C

o
n

st
it

u
t

io
n 

（2d ed., Jonathan Elliot 
ed., 1（（1

（ 111.

（
1（
（Id. at 1（（.

（
1（
（Jensen, supra note 13, at 13（

─3（: 

ジ
ェ
ン
セ
ン
・
前
掲
注（
13
（
一
六
二
─
六
三
頁
。

（
20
（3 t

H
e d

eBA
t

es in t
H

e s
ev

erA
L s

t
A

t
e C

o
n

v
en

t
io

n
s o

n t
H

e A
d

o
Pt

io
n o

F t
H

e F
ed

erA
L C

o
n
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it

u
t

io
n 

（2d ed., Jonathan Elliot 
ed., 1（（1

（ （（（.
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H
e d

eBA
t

es in t
H
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ev
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L s

t
A

t
e C

o
n

v
en

t
io

n
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n t
H

e A
d

o
Pt
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n o

F t
H

e F
ed
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L C
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n
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it

u
t

io
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（2d ed., Jonathan Elliot 
ed., 1（（1
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H

e d
eBA

t
es in t

H
e s

ev
erA

L s
t

A
t

e C
o

n
v

en
t

io
n

s o
n t

H
e A

d
o

Pt
io

n o
F t

H
e F

ed
erA

L C
o

n
st

it
u

t
io

n 

（2d ed., 
Jonathan Elliot ed., 1（（1

（ 2（3.
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H
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eBA
t
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H

e s
ev
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L s

t
A

t
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o
n

v
en

t
io

n
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n t
H

e A
d

o
Pt

io
n o

F t
H

e F
ed

erA
L C

o
n

st
it

u
t

io
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（2d ed., Jonathan Elliot 
ed., 1（（1

（ 33（.

（
23
（Lew

is M
ayer, T

he Federal W
itness` Privilege A

gainst Self-Incrim
ination: Constitutional or Com

m
on Law
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egA
L 

H
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一
三

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

（
2（
（Jensen, supra note 13, at 131 

ジ
ェ
ン
セ
ン
・
前
掲
注（
13
（
一
五
五
頁
。13 T
H

e D
o

Cu
m

en
t

A
ry H

ist
o

ry o
F t

H
e R

A
t

iFiCA
t

io
n o

F 
t

H
e C

o
n

st
it

u
t

io
n 33（

─（（ （JH
o

n P. K
A

m
in

sk
i &

 G
A

sPA
rE J. S

A
LA

d
in

o ed., 1（（1

（

（
2（
（H

azlett, supra note 2.

（
2（
（
一
九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
自
己
負
罪
供
述
の
強
要
禁
止
が
争
点
と
な
っ
た
事
例
は
存
在
す
る
が
、
自
己
負
罪
供
述
の
強
要
が
コ
モ
ン
ロ
ー
の

原
理
に
反
す
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
文
脈
で
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
に
触
れ
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

H
azlett, supra note 2 at 2（0.

（
2（
（U

nited States v. Q
uitm

an, 2（ F. Cas. （（0, （（2 （1（（（

（.

（
2（
（H

azlett, supra note 2 at 2（1.

（
2（
（11 Stat. 1（（ 

（1（（（
（.　

榎
本
雅
記
「
刑
事
免
責
に
基
づ
く
証
言
強
制
（
二
（」
名
城
法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
（
三
五
頁
、
七
六
頁
参

照
。

（
30
（
一
八
五
七
年
一
月
六
日
のN

ew
 Y

ork T
im

es

に
、
公
有
地
売
却
に
関
す
る
法
案
の
通
過
に
関
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
代
わ
り
に
議
員
が
賄

賂
を
要
求
し
て
い
る
旨
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
同
月
九
日
に
下
院
で
こ
の
記
事
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。See, Cong. Globe, 3（

th Cong., 3d 
Sess, 2（（, rem

arks of Congressm
an K

elsy.

（
31
（
特
別
委
員
会
は
、
記
事
の
執
筆
者
を
証
人
と
し
て
召
喚
し
た
が
、
秘
匿
す
る
こ
と
を
確
約
し
た
上
で
得
た
情
報
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
議
員

の
名
前
の
開
示
を
拒
ん
だ
。
特
別
委
員
会
の
調
査
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
た
こ
と
が
一
八
五
七
年
免
責
法
制
定
の
理
由
で
あ
る
が
、
こ
の
議
会
証

人
が
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
特
権
を
主
張
し
た
わ
け
で
も
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
証
人
特
権
を
主
張
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

（
32
（Robert D

ixon, Jr., T
he Fifth A

m
endm

ent and federal Im
m

unity Statutes, 22 g
eo. w

A
sH L. r

ev. （（（, （（2 （1（（（

（.

（
33
（e

rn
est J. e

BerLin
g, C

o
n

gressio
n

A
L in

v
est

igA
t

io
n

s 2（（ （1（（3

（.

（
3（
（Cong. Globe, 3（

th Cong., 3d Sess, （0（, rem
arks of Congressm

an O
rr.

（
3（
（H

azlett, supra note at 2（（. 

こ
れ
に
対
し
て
、A

m
ar &

 Lettow
は
、
一
八
五
七
年
免
責
法
及
び
一
八
六
二
年
免
責
法
は
、
合
衆
国
憲
法

第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
制
限
を
加
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。A

khil Reed A
m

ar &
 Renne B Lettow

, Fifth 
A

m
endm

ent First Principles: T
he Self Incrim

ination Clause, （3 m
iCH. L. r

ev. （（（, （13

─1（ （1（（（

（.

（
3（
（M

ichael Edm
und O

’N
eal, T

he Fifth A
m

endm
ent in Congress : R

evisiting the Privilege A
gainst Com

pelled Self-Incrim
ination, 
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一
四

（0 GEO
. L. J. 2（（（, 2（0（ 

（2002

（; H
ow

ard R. Sklam
berg, Investigation V

ersus Prosecution: T
he Constitutional Lim

its on 
Congress’s Pow

er to Im
m

unize W
itnesses, （（ N

. C. L. r
ev. 1（3, 1（（

─（（, 1（2 

（1（（（

（; Ronald F. W
right, Congressional U

se of 
Im

m
unity G

rants A
fter Iran-Contra, （0 m

in
n. L. r

ev. （0（, （1（

─1（ （1（（（

（.

（
3（
（12 Stat. 333 （1（（2

（.

榎
本
・
前
掲
注（
2（
（
七
七
頁
。

（
3（
（1（ Sta. 3（ （1（（（

（.

榎
本
・
前
掲
注（
2（
（
七
七
─
七
八
頁
。

（
3（
（U

nited States v. H
ughes, 2（F. Cas. （21, （23 （S.D

.N
.Y

. 1（（（

（.

（
（0
（23 F. Cas. 2（1 （D

.N
ev. 1（（1

（.

（
（1
（1（ Stat. 1（（ （1（（（
（.

（
（2
（Ronald D

ripps, “D
earest Property”: D

igital E
vidence and the H

istory of Private Papers as Special O
bject of Search and 

Seizure, 103 J. C
rim. L. &

 C
rim

o
n

o
Lo

gy （（, （3 （2013

（.

（
（3
（U

nited States v. T
ree T

ons of Coal, 2（ F. Cas. 1（（ （E.D
.W

is. 1（（（

（.

（
（（
（
一
八
七
四
年
法
と
一
八
六
八
年
免
責
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
一
八
六
八
年
法
は
一
八
七
四
年
法
に
基
づ
い
て
取
得
収
集
さ
れ
た
証
拠
の
証

拠
能
力
を
否
定
す
る
と
す
る
判
断
（U

nited States v. H
ughes, 2（ F. Cas. （21 

（S.D
.N

.Y
. 1（（（

（（、
②
一
八
六
八
年
免
責
法
の
適
用
は
口

頭
で
の
供
述
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
判
断
（U

nited States v. H
ughes, 2（ F. Cas. （1（ 

（Cir. Ct. S.D
.N

.Y
. 1（（（

（（、
③
一
八
七
四
年
法
は

一
八
六
八
年
免
責
法
を
部
分
的
に
破
棄
す
る
も
の
と
す
る
判
断
（U

nited States v. T
ree T

ons of Coal, 2（ F. Cas. 1（（ （E.D
.W

is. 1（（（

（（

が
あ
る
。

（
（（
（U

nited States v. M
ason, 2（. F. Cas. 11（（ （N

.D
.Ill. 1（（（

（.

（
（（
（U

nited States v. D
istillery N

o. 2（, 2（ F. Cas. （（（ （D
.Ind. 1（（（

（.

（
（（
（（ L

A
n

d
m

A
rk B

rieF A
n

d A
rgu

m
en

t
s o

F t
H

e s
u

Prem
e C

o
u

rt o
F t

H
e u

n
it

ed s
t

A
t

es: C
o

n
st

it
u

t
io

n
A

L L
A

w （Philip B. K
urland 

and Gerhard Casper ed.

（pp（（0

─（1（.

（
（（
（
先
に
輸
入
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
二
九
箱
に
関
す
る
イ
ン
ボ
イ
ス
は
税
関
で
保
管
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ガ
ラ
ス
の
正
確
な
量
や
サ
イ
ズ
も
不
明
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
箱
の
中
味
を
政
府
の
係
官
が
検
分
し
た
と
い
う
事
実
も
な
か
っ
た
。
輸
入
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
の
正
確
な
量
や
サ
イ
ズ
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要
で
あ
っ
た
。



一
一
五

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
の
誕
生
（
安
井
）

（
（（
（
連
邦
検
察
官
は
、
非
刑
事
の
没
収
手
続
と
は
別
に
、
ボ
イ
ド
社
の
経
営
者
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ボ
イ
ド
と
そ
の
息
子
ジ
ョ
ー
ジ
を
不
正
行
為

（crim
inal fraud

（
で
大
陪
審
起
訴
し
た
。
検
察
官
が
有
罪
立
証
に
用
い
た
証
拠
は
、
非
刑
事
の
没
収
手
続
で
提
出
を
義
務
づ
け
た
書
類
で
あ
っ

た
。
こ
の
証
拠
に
基
づ
い
て
、
ボ
イ
ド
親
子
に
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
息
子
ジ
ョ
ー
ジ
は
罰
金
刑
に
と
ど
ま
り
収
監
を
免
れ
た
が
、
父
エ
ド

ワ
ー
ド
は
収
監
さ
れ
た
。s

A
m

u
eL d

A
sH, t

H
e in

t
ru

d
ers （200（

（ （2

─（（.

（
（0
（Boyd v. U

nited States, 11（ U
.S. （1（ 

（1（（（

（.

な
お
、
本
件
に
は
、
合
衆
国
憲
法
第
四
修
正
で
は
な
く
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
観
点
か

ら
本
件
関
税
法
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
べ
き
と
す
る
、
ミ
ラ
ー
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
あ
る
。

（
（1
（
法
廷
意
見
の
ナ
ン
バ
ー
リ
ン
グ
及
び
見
出
し
は
、
筆
者
が
設
定
し
た
。

（
（2
（
合
衆
国
最
高
裁
で
ボ
イ
ド
側
は
勝
訴
す
る
が
、
こ
の
判
断
は
ボ
イ
ド
親
子
に
対
す
る
刑
事
訴
追
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
父
エ
ド
ワ
ー

ド
は
収
監
中
に
健
康
状
態
を
悪
化
さ
せ
た
た
め
、
人
道
的
見
地
か
ら
大
統
領
の
恩
赦
状
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
収
監
中
に
医
師
が
診
断

し
た
呼
吸
不
全
が
原
因
で
、
父
エ
ド
ワ
ー
ド
は
恩
赦
か
ら
二
ヶ
月
後
に
死
亡
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。d

A
sH, supra note （（ at （（.

（
（3
（m

iCH
A

eL C. g
izzi &

 r. C
rA

ig C
u

rt
is, t

H
e F

o
u

rt
H A

m
en

d
m

en
t in F

Lu
x 2（ 

（201（

（. 

ま
た
、
合
衆
国
最
高
裁
が
合
衆
国
憲
法
第
四
修

正
の
適
用
が
問
題
と
な
る
文
脈
で
、
初
め
て
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
判
例
で
も
あ
る
。See, w

iLLiA
m C. H

eFFern
A

n, 
P

riv
A

Cy A
n

d t
H

e A
m

eriCA
n C

o
n

st
u

t
u

t
io

n 133 （201（

（.

（
（（
（A

ndresen v. M
aryland, （2（ U

.S. （（3 （1（（（

（.

（
（（
（O

lm
stead v. U

nited States, 2（（ U
.S. （3（, （（（ （1（2（

（（Brandeis, J., dissenting

（.

（
（（
（JA

Co
B W

. L
A

n
d

y
n

sk
i, s

eA
rCH &

 s
eizu

re A
n

d t
H

e s
u

Prem
e C

o
u

rt （（ （1（（（

（.

（
（（
（Id at （1.

（
（（
（11（ U

.S. （1（, （（0.

（
（（
（t

eLFo
rd t

A
y

Lo
r, t

w
o s

t
u

d
ies in C

o
n

st
it

u
t

io
n

A
L in

t
erPret

A
t

io
n: s

eA
CH, s

eizu
re, A

n
d s

u
rv

eiLLA
n

Ce A
n

d F
A

ir t
riA

L A
n

d 
F

ree P
ress （（ （1（（（

（.

（
（0
（t

rA
Cy m

A
CLin, t

H
e s

u
Prem

e C
o

u
rt A

n
d t

H
e F

o
u

rt
H A

m
en

m
en

t`s e
x

CLu
sio

n
A

ry r
u

Le  （ （2013

（.

（
（1
（
メ
ア
・
エ
ビ
デ
ン
ス
・
ル
ー
ル
は
、
一
九
二
一
年
のGouled

判
決
で
確
立
す
る
が
、
一
九
六
七
年
のH

ayden

判
決
で
破
棄
さ
れ
た
。See, 

Gouled v. U
nited States, 2（（ U

.S. 2（（ （1（21

（; W
arden v. H

ayden, 3（（ U
.S. 2（（ （1（（（

（.



一
一
六

（
（2
（m

A
CLin, supra note （0 at （.

（
（3
（Landynski, supra note （（ at （（.

さ
ら
に
、
佐
藤
正
滋
「Entick v. Carrington
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